
 

 

 

 

 

公共土木施設災害復旧事業の虚偽文書作成事案に係る国費返還について 

 

１ 要旨 

 公共土木施設災害復旧事業の設計変更協議に添付された協議録 80件のう

ち、虚偽の協議録と判定した 61件について、国費への影響額を算出し、令和

８年３月３日付けで国土交通大臣に対し報告しました。 

このことについて、11日付けで国土交通大臣から国費返還の対象となる 21

件の事業箇所に係る交付決定の取消通知があり、併せて不適正とされた国費の

返還及び加算金の納付命令がありました。 

 

２ 国費返還額 

 ５０，２２１，４７５円 

 国費の返還日については、令和８年３月 18日を予定。 

 

３ 加算金 

２２，６１９，００７円となる見込み。 

 

資 料 提 供 

令和８年３月 11日 

課  名：技術企画課 

担 当 者：後藤 

内  線：3852 

直通電話：082-513-3853 


